
年金
“きずな”定期預金

３年定期 0.70％
４年定期 0.75％
５年定期 0.80％

埼玉信用組合で年金のお受け取りをされている方の
同一世帯の配偶者、お子様、お孫様限定の定期預金です

ご利用いただける方 公的年金を当組合でお受け取りのお客さまの同一世帯の配偶者・お子様・お孫様

預金種類 スーパー定期（単利型）

期間・預入限度額

3年物      300万円

4年物      400万円

5年物      500万円

①自動継続（元金継続）のみのお取り扱いとなります。

  ②2年物以上の中間利息は定期預金名義人の普通預金口座に
振替となります。

税金 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追
加課税されるため、20.315％(国税15.315％、地方税5％)の税金がかかります。
（ただし、マル優を利用の場合は除きます）

お預入れ店舗 ご家族が年金受取されている店舗のみお取り扱いできます。

その他 ①預金保険制度の対象となる預金です。

【ご注意】
①ご家族が当組合で年金受取をされなくなった場合、年金“きずな”定期はご利用できな
くなります。
②金利情勢により預金金利が変更となる場合があります。

（2026.4.1）

※このパンフレットに記載された表示金利は、2026年4月1日現在ものです。
※税引き後の金利につきましては、小数点第4位以下切捨てにて表示しております。

（税引き後 0.557％）

（税引き後 0.597％）

（税引き後 0.637％）
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